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菊
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に
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肇　
　

哉

第
一
部
：
カ
ウ
サ
論
の
哲
学
的
基
礎
と
中
世
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
「
カ
ウ
サ
」
論

序
論
的
考
察

カ
ウ
サ
論
の
不
可
解
性

大
陸
法
契
約
法
に
お
け
る
カ
ウ
サ
・causa

論
、
つ
ま
り
、
契
約
の
有
効
性
に
な
ん
ら
か
の
正
当
原
因iusta causa

を
求
め
る
理
論
は

抽
象
的
で
不
可
解
と
さ
れ
て
い
る
（
１
）

。「
正
当
原
因
」
の
「
正
当
」
に
あ
た
る
形
容
詞
「iustus

」
を
「
法
律
上
の
」
と
解
釈
し
て
、（
１
）

訴
訟
提
起
可
能
な
契
約
成
立
の
た
め
の
「
法
律
上
の
要
件
事
実
」
と
し
て
解
す
れ
ば
良
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、（
２
）「
正
当iustus

」
を

「iustitia

正
義
」
の
概
念
か
ら
派
生
し
た
形
容
詞
と
し
て
道
徳
上
、
法
律
関
係
外
の
そ
の
契
約
を
支
え
る
「
大
ま
か
な
正
当
性
」
を
支
え

る
「
法
律
外
の
生
活
事
実
」
も
し
く
は
「
道
徳
上
の
要
件
」
と
し
て
理
解
す
る
か
。
果
た
し
て
、（
３
）
と
に
か
く
全
て
の
約
束
に
関
す



一
二
二

る
訴
訟
に
お
い
て
「
何
ら
か
の
原
因
を
明
示
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
「
訴
訟
法
上
の
要
件
」
が
「
契
約
の
一
般
理
論
」
に
入
り
込
ん
で

い
る
も
の
か
、
の
理
解
が
論
者
に
よ
っ
て
、
も
し
く
は
同
じ
論
者
で
も
場
所
に
よ
っ
て
、
必
ず
し
も
分
明
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
２
）

。
ビ

ロ
ッ
キ
は
「
カ
ウ
サ
は
漠
然
と
し
て
不
可
解
な
概
念
で
あ
るla causa fosse un concetto vago et m

isterioso （
３
）

」
と
述
べ
て
い
る
。

約
因
論

同
様
の
難
し
さ
を
持
つ
概
念
と
し
て
十
六
世
紀
に
成
立
し
た
英
米
法
つ
ま
り
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
「
約
因considetation

」
の
概

念
が
あ
る
。
約
因
の
場
合
も
、
カ
ウ
サ
と
同
じ
く
本
質
的
に
契
約
の
訴
訟
提
起
可
能
性
の
有
無
を
決
定
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
の
特
性
は
契
約
が
締
結
さ
れ
る
原
因
と
な
っ
た
「
対
価
的
牽
連
性reciprocity

」
に
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
約
因
の
性
格
も
「
胡
椒
の
粒
」
だ
け
で
も
有
効
な
約
因
と
し
て
成
立
す
る
名
目
的
約
因
論
（
４
）

、
ま
で
進
む
と
、
大
陸

法
の
カ
ウ
サ
論
と
ほ
と
ん
ど
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
カ
ウ
サ
理
論
が
、
批
判
さ
れ
た
よ
う
に
英
米
法
に
お
け
る
約
因
論
も
近

代
に
な
っ
て
批
判
を
受
け
て
い
る
（
５
）

。

有
名
な
一
九
一
九
年
のC

onradie v.R
ossouw

に
よ
るL

ord D
e V

illiers

裁
判
官
の
そ
の
よ
う
な
同
一
視
は
「
混
同
の
悪
夢
」
で

あ
る
と
い
う
見
解
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
体
系
と
ロ
ー
マ
ン
・
ダ
ッ
チ
・
ロ
ー
と
の
中
間
に
位
置
す
る
南
ア
フ
リ
カ
法
に

於
い
て
両
概
念
の
混
同
と
同
一
化
は
混
乱
と
実
務
的
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
（
６
）

。

恐
ら
く
関
連
性
は
両
理
論
間
に
存
在
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
正
確
に
ど
の
よ
う
に
し
て
両
理
論
が
関
連
し
た
の
か
に
関
し
て
は
未
だ
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一
二
三

学
説
間
の
一
致
を
見
な
い
難
題
で
あ
る
。

第
一
部
で
は
、
ロ
ー
マ
法
の
「
裸
の
合
意
は
訴
権
を
生
じ
な
い
。」
の
原
則
か
ら
延
長
さ
れ
た
中
世
ロ
ー
マ
法
に
於
け
る
ア
ゾ
の
「
カ

ウ
サ
＝
着
衣
論
」
の
理
論
の
概
観
を
俯
瞰
す
る
。
第
二
部
で
、
十
二
世
紀
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
と
十
三
世
紀
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
於
け
る
中
世
ロ
ー

マ
法
の
影
響
と
し
て
の
「
カ
ウ
サ
理
論
」
の
存
在
を
吟
味
し
た
後
、
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
の
約
因
の
理
論
の
成
立
の
過
程
と
カ
ウ
サ

理
論
の
影
響
を
吟
味
す
る
。

第
一
部
の
二
：
カ
ウ
サ
理
論

カ
ウ
サ
＝
着
衣
理
論

中
世
ロ
ー
マ
法
学
に
お
け
る
カ
ウ
サ
理
論
は
、
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
の
カ
ウ
サ
理
論
と
ロ
ー
マ
法
内
の
「
裸
の
合
意
（
無
方
式
合
意
）」
の

理
念
と
の
結
合
に
よ
り
生
ま
れ
た
。

中
世
の
カ
ウ
サ
論
に
つ
い
て
は
一
九
六
〇
年
の
ゼ
ル
ナ
ー
に
よ
る
も
の
が
あ
る
が
、
ゼ
ル
ナ
ー
の
研
究
は
不
当
利
得
論
の
「condictio 

sine causa

」
の
系
統
と
「
契
約
に
お
け
る
カ
ウ
サ
理
論
」
を
両
者
扱
っ
て
い
る
（
７
）

。
初
期
の
十
二
世
紀
の
段
階
で
は
不
当
利
得

［condictio causa data causa non secuta

］
に
お
け
る
議
論
の
ほ
う
が
、
契
約
に
お
け
る
カ
ウ
サ
論
よ
り
盛
ん
で
あ
っ
た
。
彼
が
契
約

に
お
け
る
カ
ウ
サ
理
論
に
つ
い
て
出
し
て
い
る
例
で
最
古
の
も
の
は
ア
ゾ
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。



一
二
四

ア
ゾ
（d.1230

）
に
よ
れ
ば
、

「V
estitu

r au
tem

 pactu
m

 sex m
od

is: re,  verbis,  con
sen

su,  literis,  con
tractu

s coh
aren

tia,  rei in
terven

tu （
８
） 

し
か
る
に

（
※
無
方
式
）
合
意
は
六
つ
の
方
法
で
着
衣
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
物
に
よ
り
、
言
葉
に
よ
り
、
合
意
に
よ
り
、
文
字
に
よ
り
、
契
約
へ
の
付

着
に
よ
り
、
物
の
介
入
に
よ
り
。」

「interventus rei

」
と
は
、
シ
ュ
ナ
ラ
グ
マ
に
於
け
る
牽
連
性
の
こ
と
で
あ
り
、
通
常
「
物
」
と
訳
さ
れ
る
「res

」
と
い
う
概
念
は

非
常
に
多
義
的
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
お
お
ま
か
に
「
何
ら
か
の
価
値
の
介
入
」
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。「
契
約
の
付
着contractus 

coharentia

」
と
は
「
先
行
契
約
」
へ
の
付
着
の
こ
と
で
あ
る
。
原
テ
キ
ス
ト
と
五
番
目
と
六
番
目
の
着
衣
の
順
番
が
入
れ
替
わ
っ
て
い

る
。こ

の
法
文
は
バ
ッ
ク
ラ
ン
ド
に
よ
れ
ば
「
全
て
の
カ
ウ
サ
理
論
が
根
拠
を
持
つ
と
さ
れ
る
有
名
な
一
説
で
あ
る
が
、
現
実
は
ま
っ
た
く

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
（
９
）

」
と
さ
れ
る
。
確
か
にD

.2.14.7
の
法
文
を
読
ん
で
頂
く
と
、
二
度
カ
ウ
サ
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
意
味
は
カ
ウ
サ
哲
学
抜
き
で
理
解
可
能
で
あ
る
。
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
を
知
悉
し
て
い
た
こ
と
は
他
の

法
文
に
よ
り
ほ
ぼ
確
実
と
言
っ
て
良
い
（
10
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
な
し
に
理
解
で
き
る
。

ア
ゾ
以
降
、
標
準
注
釈
や
バ
ル
ト
ル
ス
（
11
）

に
よ
り
似
た
見
解
が
同
所
で
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
注
釈
学
派
に
こ
の
理
論
は
受
け
継
が
れ
た

と
考
え
て
良
い
（
12
）

。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
こ
の
理
論
は
、「
ロ
ー
マ
契
約
法
に
お
け
る
最
も
特
徴
的
理
論
（
13
）

」
と
さ
れ
る
。
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一
二
五

約
因
と
の
比
較
に
お
い
て
大
事
な
点
は
「
裸
の
合
意
」
と
い
う
概
念
と
「
カ
ウ
サ
概
念
」
と
の
結
合
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
カ
ウ
サ
は
、

「
契
約
を
訴
訟
可
能
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
」
で
あ
り
、「
契
約
が
自
然
債
務
の
レ
ベ
ル
で
有
効
に
成
立
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
」
で
は
な
い
。

諾
成
主
義
が
敷
衍
し
た
現
在
で
は
両
者
は
混
同
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。

第
二
部
：
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
「
着
衣
＝
カ
ウ
サ
論
」

貸
金
訴
訟
の
物
権
的
構
成

今
日
の
我
々
か
ら
見
て
契
約
法
に
当
た
る
訴
訟
形
式
の
中
で
、「
貸
金
令
状w

rit of debt

」、「
合
意
令
状w

rit of covenant

」、「
引

受
訴
訟
令
状w

rit of assum
psit

」
の
三
つ
が
特
に
重
要
で
あ
る
。「
貸
金
令
状w

rit of debt

」
は
請
求
権
の
あ
る
一
定
量
の
種
類
物
を

回
復
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
が
、
こ
の
「
種
類
物fungibles

」
の
概
念
は
明
ら
か
に
ロ
ー
マ
法
の
消
費
貸
借
契
約
の
定
義
の
影
響
に

負
っ
て
い
る
（
14
）

。「w
rit of debt

貸
金
請
求
令
状
」
の
訴
訟
形
式
は
、「praecipe D

 qu
od

 red
d

at P
 £n

 qu
as ei d

ebet et in
ju

ste 

d
etin

et

被
告
に
彼
が
債
務
を
負
い
、
不
法
に
占
有
す
る
と
こ
ろ
の
金
銭
（
若
し
く
は
種
類
物
）
を
引
き
渡
す
よ
う
に
命
令
せ
よ
」
と
の
要

式
を
持
ち
そ
の
物
権
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。「w

rit of debt
貸
金
請
求
令
状
」
は
そ
の
名
称
に
関
わ
ら
ず
、
相
手
方
が
現
在
で
は
不
法
に

占
有
し
て
お
り
預
け
て
あ
る
も
の
を
返
せ
と
い
う
寄
託
的
構
成
な
の
で
あ
る
。

合
意
令
状
の
一
般
合
意
的
性
格
と
十
四
世
紀
に
お
け
る
押
印
証
書
化

次
に
、「
合
意
令
状w

rit of covenant

」
の
性
格
を
見
よ
う
。
そ
れ
は
「praecipe D

 qu
od

 ten
eat P

 con
ven

tion
em

 in
ter eos 

factam

被
告
は
原
告
に
対
し
彼
ら
の
間
で
為
さ
れ
た
合
意
を
守
る
よ
う
に
命
令
せ
よ
（
15
）

」
と
い
う
要
式
を
持
つ
。
こ
れ
は
要
式
書
だ
け
か



一
二
六

ら
見
れ
ば
、
当
事
者
間
の
間
で
な
さ
れ
た
合
意
の
履
行
を
命
令
す
る
も
の
に
見
え
る
。
事
実
、
当
初
の
十
二
世
紀
ま
で
は
合
意
全
般
に
適

用
さ
れ
、
貸
金
債
務
訴
訟
が
合
意
訴
訟
の
中
に
内
包
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
16
）

。
し
か
し
十
三
か
ら
十
四
世
紀
を
通
じ
て
「
合
意

covenant
」
は
よ
り
技
術
的
意
味
を
有
し
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、「covenant

」
は
「
押
印
証
書deed

」
で
あ
る
と
言
う
も
の

で
あ
る
。
十
四
世
紀
以
降
、
合
意
保
護
の
た
め
の
「
押
印
証
書
」
の
存
在
は
固
定
し
た
原
則
と
な
っ
た
。

十
二
世
紀
の
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
と
十
三
世
紀
の
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
お
け
る
カ
ウ
サ
論
の
影
響

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
於
け
る
「cau

sa d
eb

en
d

i

」
と
「
債
務
令
状
」

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
於
け
る
ロ
ー
マ
法
学
の
影
響
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。
十
二
世
紀
前
半
か
ら
中
葉
に
於
い
て
は
、
中
世
ロ
ー
マ

法
学
の
注
釈
学
派
の
学
問
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
も
未
だ
基
礎
形
成
期
で
あ
っ
た
。
ラ
ヌ
ル
フ
・
ド
ゥ
・
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ルR

anulf de 

G
lanvill 

（c.1112-1190

）
は
ヘ
ン
リ
二
世
の
治
世
に
於
け
るC

hief Justiciar

で
あ
り
、
そ
の
法
改
革
の
中
心
的
立
役
者
で
あ
っ
た
。

『T
ractatus de legibus et consuetudinibus regni A

ngliae

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
に
お
け
る
法
及
び
慣
習
論
』
は
一
一
八
八
年
ご
ろ

に
書
か
れ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
叙
述
し
た
最
初
の
理
論
書
で
あ
る
。
令
状
制
度w

rit system

の
確
立
に
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
ロ
ー
マ
法
か

ら
概
念
を
借
り
た
「
訴
権actio

論
」
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

カ
ウ
サ
理
論
の
出
発
点
は
ア
ゾ
に
あ
る
が
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
そ
れ
よ
り
も
古
く
、
ウ
ァ
カ
リ
ウ
スR

ogerius V
acarius 

（c.1120-

c.1200

）
と
そ
の
学
派
（
17
）

の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
対
す
る
影
響
を
考
え
る
こ
と
と
な
る
（
18
）

。

『
法
学
提
要
』
の
シ
ス
テ
ム
に
通
暁
し
て
い
た
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
既
に
荒
削
り
な
が
ら
も
実
質
的
な
ロ
ー
マ
契
約
法
の
知
識
を
見
せ
て



大
陸
法
に
於
け
る
カ
ウ
サ
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
於
け
る
約
因
論
（
菊
池
）

一
二
七

お
り
、
そ
の
な
か
で
「
様
々
な
債
務
の
諸
原
因
に
つ
い
てD

e plu
ribu

s cau
sis d

eben
d

i

」
と
言
わ
れ
る
章
の
中
で
カ
ウ
サ
概
念
に
言

及
し
て
い
る
。

「V
troque vero existente in curia, is qui petit pluribus ex causis debitum

 potere potest. A
ut enim

 debetur quid ex 

cau
sa m

utui, aut ex uenditionis cau
sa, aut ex com

m
odato, aut ex locatio, aut ex depositio, aut alia iusta debendi 

cau
sa. ’ （

19
） 

両
当
事
者
が
法
廷
内
に
い
る
場
合
に
、
被
告
は
様
々
な
債
務
原
因
に
も
と
づ
き
訴
訟
を
持
ち
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ

な
れ
ば
、
あ
る
者
は
消
費
貸
借
を
原
因
と
し
て
、
あ
る
者
は
売
買
を
原
因
と
し
て
、
あ
る
者
は
使
用
貸
借
を
原
因
と
し
て
、
あ
る
も
の
は

寄
託
を
原
因
と
し
て
、
も
し
く
は
他
の
正
当
な
債
務
原
因
か
ら
債
務
付
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。」

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
こ
こ
で
カ
ウ
サ
概
念
を
債
務
を
成
り
立
た
せ
る
背
景
の
意
味
で
使
用
し
て
お
り
、
こ
こ
で
見
ら
れ
る
の
は
「
カ
ウ
サ

＝
着
衣
論
」
で
の
厳
密
な
法
的
要
件
と
し
て
の
カ
ウ
サ
で
は
無
い
。
ま
た
、「
正
当
原
因
」
の
概
念
は
明
示
さ
れ
て
お
り
、
ロ
ー
マ
法
の

影
響
で
あ
ろ
う
。
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
於
い
て
は
「covenant
」
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
一
節
は
「
貸
金
・
債
務
令
状w

rit of 

debt

」
に
関
す
る
と
伝
統
的
に
解
さ
れ
て
お
り
、
中
世
の
実
務
に
影
響
を
与
え
た
。

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
お
い
て
は
、「
消
費
貸
借
」
は
「debt

」
の
数
あ
る
原
因
の
一
つ
で
し
か
無
か
っ
た
が
、
後
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お

い
て
は
「
消
費
貸
借
契
約
」
の
中
核
的
概
念
で
あ
る
「
種
類
物
」
の
概
念
が
「debt

」
の
定
義
と
し
て
入
っ
て
き
て
い
る
。



一
二
八

「‘E
x cau

sa m
utui debetur aliquid cum

 quis credit alii aliquid tale quod constituit in num
ero vel pondere vel 

m
ensura. ’ （

20
） 

消
費
貸
借
を
カ
ウ
サ
と
し
て
人
は
何
ら
か
の
物
を
債
務
と
し
て
負
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
、
な
ぜ
な
ら
彼
は
他
人
に
数
量
も

し
く
は
重
量
も
し
く
は
計
量
の
中
に
成
り
立
つ
と
こ
ろ
の
物
を
信
与
し
た
か
ら
で
あ
る
。」

こ
の
一
節
は
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
てfungibles

の
概
念
を
最
初
に
叙
述
し
た
一
節
と
な
る
（
21
）

。

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
書
は
デ
・
ズ
ル
エ
タF

rancis D
e Z

ulueta 

（1878-1958

）
が
戦
前
に
発
見
し
当
初
は
ウ
ァ
カ
リ
ウ
ス
本
人
の
物
と

目
さ
れ
た
『
法
学
提
要
講
義L

ectu
ra su

per In
stitu

tion
es

』
と
の
強
い
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
22
）

。
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば

「
我
々
の
テ
キ
ス
ト
は
イ
ギ
リ
ス
起
源
で
あ
り
十
二
世
紀
最
後
の
四
半
世
紀
に
遡
る
」
と
さ
れ
、
ホ
ー
ル
に
よ
り
一
一
八
七
年
か
ら

一
一
八
九
年
の
間
に
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う
と
比
定
さ
れ
る
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
と
同
時
期
で
あ
る
。

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
に
於
け
る
カ
ウ
サ
論
は
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
の
「
裸
の
合
意
か
ら
訴
権
は
生
ま
れ
な
い
」
に
連
結
す
る
「
カ
ウ
サ
＝
着

衣
論
」
で
は
無
い
、
し
か
し
な
が
ら
、「
債
務
・
訴
権
の
原
因
」
と
し
て
何
ら
か
の
カ
ウ
サ
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
既
に
見
ら
れ
、

「
債
務
令
状w

rit of debt

」
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
た
。

ブ
ラ
ク
ト
ン
と
ア
ゾ
の
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」

ブ
ラ
ク
ト
ン
に
於
け
る
ロ
ー
マ
法
の
影
響
は
よ
り
顕
著
で
あ
り
一
九
世
紀
後
半
の
ギ
ュ
タ
ー
ボ
ッ
クK

arl G
üterbock 

（1861 （
23
））

や
メ
イ
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に
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菊
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一
二
九

ト
ラ
ン
ドF

.W
.M

aitland, S
elected

 P
assages from

 th
e w

orks of B
racton

 an
d

 A
zo, S

eld
en

 S
ociety V

olu
m

e V
III 

（L
ondon, 

1895
）
以
来
、
ア
ゾ
と
の
関
係
は
完
全
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
に
関
す
る
限
り
ア
ゾ
の

影
響
は
中
心
的
な
も
の
で
あ
る
。

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
同
様
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
ユ
帝
『
法
学
提
要
』
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
い
て
叙
述
し
た
。
そ
の
第
三
巻
冒
頭
に
お
い
て
ブ

ラ
ク
ト
ン
は
「D

ictu
m

 est su
pra d

e person
is et rebu

s. N
u

n
c au

tem
 d

icen
d

u
m

 est d
e action

ibu
s. 

上
で
は
人
と
物
に
つ
い

て
述
べ
た
が
、
し
か
る
に
今
は
訴
権
に
関
し
て
述
べ
な
け
れ
な
な
ら
な
い
（
24
）

」
と
述
べ
て
い
る
が
『
法
学
提
要
』
の
「
人
の
法
」「
物
の
法
」

「
訴
権
の
法
」
の
分
類
（
25
）

に
基
づ
い
て
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
叙
述
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
第
三
巻
冒
頭
で
『
訴
権actio

』
の
本
質
に
つ

い
て
論
じ
た
後
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
「
如
何
に
し
て
訴
権
が
形
成
さ
れ
る
か
」
に
つ
い
て
論
じ
る
。

「V
idendum

 est etiam
 unde actio oritur. E

t sciendum
 quod ex ob

ligation
ib

u
s p

raeced
en

tib
u

s tanquam
 a m

atre 

flilia. O
bligatio autem

, quae est m
ater actionis, originem

 ducit et initium
 ex aliqua cau

sa p
raeced

en
te, sive ex 

contractu vel quasi sive ex m
alficio vel quasi. E

x contractu vero oriri poterit m
ultis m

odis, sicut ex conventione, per 

interrogationes et responsiones, ex verborum
 conceptione quae voluntates duorum

 in unum
 trahit consensum

, sicut 

p
acta con

ven
ta, quae nuda sunt aliquando, aliqundo vestita. Q

uae si nuda fuerint exinde non sequitur actio, quia ex 

nudo pacto non nascitur actio. O
portet igitur quod haveat vestim

enta de quibus inferius dicendum
. （

26
）



一
三
〇

同
じ
く
、
ど
こ
か
ら
訴
権
が
生
成
す
る
の
か
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
訴
権
は
先
行
す
る

債
務
か
ら
ま
る
で
娘
が
母
親
か
ら
生
ま
れ
る
よ
う
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
訴
権
の
母
で
あ
る
と
こ
ろ
の
債
務
は

何
ら
か
の
先
行
す
る
カ
ウ
サ
・
原
因
か
ら
生
ま
れ
始
め
ら
れ
る
、
つ
ま
り
、
そ
れ
は
契
約
か
ら
で
あ
る
か
準
契
約
か
ら
で
あ
る
か
、
不
法

行
為
か
ら
で
あ
る
か
準
不
法
行
為
か
ら
で
あ
る
。
契
約
か
ら
で
あ
る
場
合
は
ま
さ
に
多
く
の
方
法
で
（
債
務
）
は
発
生
し
う
る
。
つ
ま
り

先
行
す
る
問
い
か
け
と
応
答
に
よ
る
言
葉
に
よ
る
合
意
か
ら
、
二
人
の
人
間
の
意
思
が
合
意
と
し
て
一
つ
の
も
の
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
言

葉
の
合
致
に
よ
っ
て
、
ま
た
あ
る
と
き
は
裸
で
あ
り
あ
る
時
は
着
衣
さ
れ
て
い
る
合
意
さ
れ
た
合
意
の
よ
う
に
。
な
ぜ
な
ら
合
意
が
裸
で

あ
る
な
ら
ば
そ
こ
か
ら
は
訴
権
は
続
か
な
い
か
ら
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
、
裸
の
合
意
か
ら
は
訴
権
は
発
生
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ

ゆ
え
、（
訴
権
を
生
み
出
す
た
め
に
は
）
合
意
は
外
套
・
着
衣
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
以
下
で
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」ブ

ラ
ク
ト
ン
の
混
乱

上
で
訳
出
し
た
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
テ
キ
ス
ト
は
非
常
に
混
乱
し
て
い
る
。
訴
権
が
先
行
す
る
債
務
か
ら
「
娘
が
母
か
ら
生
ま
れ
る
よ
う
に

生
ま
れ
る
」
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
ア
ゾ
の
影
響
で
あ
る
。A

zo, S
u

m
m

a In
siton

u
m

 to I.3.13

に
同
趣
旨
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
「
先
行
す
る
債
務
」
と
は
恐
ら
く
は
自
然
債
務
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
続
き
、
債
務
は
「
契
約
か
ら
が
準

契
約
か
ら
か
不
法
行
為
か
ら
か
準
不
法
行
為
か
ら
生
ま
れ
る
」
と
い
う
法
学
提
要
に
見
ら
れ
る
説
明
が
続
く
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
よ
る
と
そ

の
四
種
は
訴
権
の
母
と
よ
べ
る
「
先
行
す
る
債
務
」
の
そ
の
ま
た
「
先
行
す
る
原
因
、
カ
ウ
サ
」
で
あ
る
。
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一
三
一

こ
の
時
点
で
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
ロ
ー
マ
法
理
解
が
大
分
混
乱
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
本
来
の
カ
ウ
サ
論
は
、
契
約
法
の
中
で
着
衣
と

し
て
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。「per interrogationes et responsiones

問
い
か
け
と
返
答
を
通
じ
て
」
は
本
来
は
、「
言
語
に
よ
る
契

約contractus verbis

」
で
あ
る
問
答
契
約
に
関
し
て
の
文
章
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
「
合
意
か
らex conventione

」
と
等

置
さ
れ
て
い
る
。「
言
葉
の
合
致
」
と
訳
し
たverborum

 conceptio

」
と
い
う
言
葉
も
本
来
は
問
答
契
約
に
関
す
る
用
語
で
あ
る
が
、

し
か
し
、「quae voluntates duorum

 in unum
 trahit consensum

二
人
の
人
間
の
意
思
が
合
意
と
し
て
一
つ
の
も
の
に
引
き
寄
せ
ら

れ
る
」
と
関
係
詞
で
同
値
化
し
て
い
る
内
容
は
本
来
は
「
同
意
の
定
義
」
で
あ
る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
「
問
答
契
約
」
と
「
合
意

conventio

」
を
混
同
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
帝
国
後
期
以
降stipulatio

は
無
方
式
合
意
と
同
意
語
に
な
っ
た
が
彼
は
本
来
の

意
味
で
の
問
答
契
約
と
の
区
別
が
付
い
て
い
な
い
。

次
に
続
く
、pacta conventa

は
ソ
ー
ン
の
訳
す
と
お
り
「
合
意
さ
れ
た
合
意
」
と
で
も
こ
の
文
脈
で
は
訳
す
し
か
無
い
が
、
本
来
は

中
世
ロ
ー
マ
法
の
文
脈
で
は
第
六
の
着
衣
で
あ
る
、
先
行
契
約
へ
の
無
方
式
合
意
の
付
着
、「cohaerentia contractus

」
を
表
す
専
門

用
語
で
あ
る
。conventa

は
「
合
意
さ
れ
た
」
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
先
行
債
務
と
同
行
す
る
（con+venire

共
に
行
く
）
無
方
式
合
意

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
「
訴
権
の
母
と
し
て
先
行
す
る
意
味
で
の
先
行
債
務
（
つ
ま
り
、
訴
権
が
与
え
ら
れ
る
前
の
自
然
債

務
）」
と
「
有
効
な
先
行
契
約
へ
無
方
式
合
意
が
付
着
す
る
場
合
の
先
行
契
約
」
と
を
混
同
し
て
お
り
混
乱
し
た
意
味
不
明
の
テ
キ
ス
ト

の
キ
メ
ラ
に
仕
上
げ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ブ
ラ
ク
ト
ン
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
ア
ゾ
の
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
の
影
響
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
カ
ウ
サ
と
い
う
言
葉
はD

.2.14.7



一
三
二

で
使
わ
れ
て
い
る
本
来
の
意
味
「
訴
権
の
原
因
」
と
し
て
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

ブ
ラ
ク
ト
ン
の
ロ
ー
マ
法
理
解
は
『
ユ
帝
法
学
提
要
』
と
ア
ゾ
の
『
法
学
提
要
の
ス
ン
マ
』
に
大
部
分
依
拠
し
て
お
り
、
よ
り
大
部
の

『
勅
法
集
の
ス
ン
マ
』
を
介
し
た
『
学
説
彙
纂
』
の
テ
キ
ス
ト
の
精
密
な
理
解
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、『
法
学

提
要
』
内
の
法
文
理
解
は
全
く
問
題
な
く
見
え
自
由
に
他
の
『
法
学
提
要
』
内
の
箇
所
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、『
学
説

彙
纂
』
内
の
法
文
の
理
解
に
な
る
と
途
端
に
意
味
不
明
に
な
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、「
着
衣
＝
カ
ウ
サ
理
論
」
の

本
体
は
既
に
見
た
よ
う
にD

.2.14.7

に
基
づ
き
、
基
本
的
な
理
解
の
中
核
部
分
で
問
題
が
生
じ
て
い
る
と
言
え
る
。
問
題
は
お
も
に
後
者

二
つ
の
着
衣
「
シ
ュ
ナ
ラ
グ
マ
」
と
「
他
契
約
へ
の
付
着
」
の
場
所
で
生
じ
て
い
る
。

「E
t sciendum

 est obligatio est iuris vinculum
 quo necessitate astringim

ur ad aliquid dadum
 et faciendum

, ut si quis 

ligatus fuerit astricus alicui ad aliquid, et ille alius ei ad aliquid contraligatus. E
st enim

 obligatio quasi contraligatio, 

et quatuor habet species quibus contrahitur et plura vestim
enta. C

ontrahitur enim
 re, verb

is, scrip
to, con

sen
su

, 

trad
ition

e, iu
n

ctra, quae om
inia dicuntur vestim

enta pactorum
. （

27
）

そ
し
て
、
債
務
と
は
そ
れ
に
よ
り
我
々
が
必
要
的
に
何
か
ら
の
こ
と
を
与
え
た
り
為
し
た
り
す
る
よ
う
に
我
々
を
義
務
付
け
る
法
の
鎖

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
も
し
あ
る
人
が
あ
る
人
に
対
し
厳
し
く
何
ら
か
の
物
事
に
拘
束
さ
れ
る
と
す
れ

ば
、
相
手
方
も
彼
に
対
し
何
ら
か
の
物
事
に
反
対
に
拘
束
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
債
務
と
は
「
あ
た
か
も
反
対
拘
束
で
あ
る

q
u

asi con
traligatio

」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
契
約
が
為
さ
れ
る
四
つ
の
種
類
が
あ
り
、
多
く
の
着
衣
が
あ
る
。
な
ぜ
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三
三

な
ら
、
契
約
は
物
、
言
語
、
文
書
、
合
意
、
引
渡
し
、
付
着
に
よ
り
為
さ
れ
、
こ
れ
ら
全
て
が
合
意
の
外
套
・
着
衣
で
あ
る
と
言
わ
れ

る
。」こ

こ
で
訳
し
た
節
の
最
後
で
は
、「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
理
論
」
は
よ
り
明
確
で
あ
る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
「
債
務
と
は
あ
た
か
も
反
対
拘
束

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
続
け
る
。
彼
が
契
約
の
定
義
と
シ
ュ
ナ
ラ
グ
マ
を
混
乱
し
て
述
べ
た
こ
の
部
分
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
権
威
的
テ

キ
ス
ト
と
し
て
、
契
約
に
お
け
る
約
因
論
＝
カ
ウ
サ
論
の
対
価
的
牽
連
性
に
繋
が
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

以
上
が
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
と
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
於
け
る
「
カ
ウ
サ
理
論
」
の
影
響
の
考
察
で
あ
る
。
十
六
世
紀
中
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は

一
五
五
五
年
に
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
一
五
六
九
年
に
活
版
印
刷
化
さ
れ
、
両
書
に
含
ま
れ
る
カ
ウ
サ
理
論
（
内
容
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
）
も

影
響
を
取
り
戻
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
一
の
カ
ウ
サ
理
論
の
第
一
波
の
再
生
と
第
二
波
と
は
重
複
す
る
こ
と
と
な
る
。

第
二
部
の
二
：「
カ
ウ
サ
理
論
」
の
第
二
の
影
響
の
波

十
五
世
紀
の
「
対
価q

u
id

 p
ro q

u
o

」
の
概
念
と
「
カ
ウ
サ
理
論
」

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
や
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
お
け
る
カ
ウ
サ
理
論
の
影
響
は
特
に
ア
ゾ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
ロ
ー
マ
法
の
影
響
と

見
る
こ
と
が
出
来
る
。
第
二
の
大
陸
法
「
カ
ウ
サ
理
論
」
の
「
約
因
論
」
成
立
へ
の
影
響
と
い
う
場
合
、
全
般
的
に
大
陸
の
ル
ネ
サ
ン
ス

文
化
の
イ
ギ
リ
ス
文
化
の
影
響
の
一
部
と
し
て
で
あ
り
、
市
民
法
で
は
な
く
、
一
般
に
カ
ノ
ン
法
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
る
。
両
者

の
カ
ウ
サ
理
論
は
「
訴
訟
可
能
性
の
要
件causa actionis

」
と
し
て
理
解
す
る
限
り
は
全
く
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。



一
三
四

こ
の
第
二
の
影
響
の
波
は
国
王
の
「
良
心
の
裁
判
所forum

 conscientiae

」
た
る
「
大
法
官
府
裁
判
所
」
の
裁
判
官
が
僧
職
者
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
カ
ノ
ン
法
学
が
エ
ク
ィ
テ
ィ
に
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
と
、
同
一
の
ル
ー
ト
を
辿
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ン

プ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
十
六
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
の
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
時
代
に
至
る
ま
で
「
衡
平
法
」
の
基
本
的
な
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク

と
し
て
利
用
さ
れ
たC

hristopher S
t.G

erm
ain 

（1460-1540 （
28
）

）『
博
士
と
生
徒
（
29
）

』
に
約
因
論
の
言
及
が
為
さ
れ
、
そ
の
カ
ウ
サ
論
に
対

す
る
ソ
ー
ス
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
るS

um
m

a R
osella

とS
um

m
a A

ngelica

の
カ
ノ
ン
法
の
二
作
品
が
そ
の
ソ
ー
ス
だ
と
す
る
の
で

あ
る
（
30
）

。
約
因
の
起
源
に
つ
い
て
は
こ
の
シ
ン
プ
ソ
ン
の
「
カ
ウ
サ
理
論
」
起
源
説
と
、
イ
ベ
ッ
ト
ソ
ン
（
31
）

の
イ
ギ
リ
ス
固
有
の
「
対
価
性
」

に
起
源
を
求
め
る
説
が
あ
る
。
ま
た
ベ
ー
カ
ー
は
、
約
因
の
起
源
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
か
ら
の
影
響
と
カ
ノ
ン
法
か
ら
の
影
響
を
論

ず
る
が
、
そ
れ
ら
は
表
面
的
な
も
の
と
す
る
（
32
）

。

約
因
は
イ
ギ
リ
ス
固
有
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
大
陸
法
の
カ
ウ
サ
理
論
の
移
植
で
あ
る
の
か
本
稿
の
焦
点
で
あ
る
。
し
か
し
、

筆
者
の
理
解
で
は
約
因
論
の
イ
ギ
リ
ス
起
源
説
と
ロ
ー
マ
法
起
源
説
は
必
ず
し
も
矛
盾
す
る
見
解
で
な
い
。

ま
ず
、「
対
価quid pro quo

」
や
「
約
因
」
の
概
念
の
苗
床
と
な
る
「
引
受
訴
訟
」
の
沿
革
を
概
観
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
場
合
権
利
侵
害
訴
訟
」

引
受
訴
訟
の
前
身
で
あ
る
場
合
訴
訟
は
本
来
は
最
も
直
接
的
な
権
利
侵
害
で
あ
る
ト
レ
ス
パ
ス
に
対
す
る
救
済
を
必
要
な
場
合
に
認
め

た
も
の
で
「
場
合
権
利
侵
害
訴
訟
」
と
称
さ
れ
た
。
十
三
世
紀
末
か
ら
十
四
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
契
約
関
係
の
救
済
の
た
め
に
つ
ぎ



大
陸
法
に
於
け
る
カ
ウ
サ
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
於
け
る
約
因
論
（
菊
池
）

一
三
五

の
よ
う
な
擬
制
が
用
い
ら
れ
た
。
ワ
イ
ン
の
海
上
運
輸
契
約
を
結
ん
だ
が
冠
水
し
て
ワ
イ
ン
の
樽
が
駄
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、

被
告
が
「vi et arm

is

力
と
武
力
」
を
持
っ
て
し
て
「
ワ
イ
ン
の
樽
を
海
水
に
変
え
」
国
王
の
平
和
を
害
し
た
の
で
あ
る
。
一
三
五
〇
年

ま
で
に
は
「vi et arm

is

」
と
い
う
極
端
な
擬
制
の
形
式
は
消
滅
し
た
（
33
）

。

引
受
訴
訟
の
登
場

そ
れ
に
代
わ
り
一
三
六
〇
年
代
か
ら
「
彼
は
自
ら
に
引
き
受
け
たassum

psit super se

」
と
い
う
文
言
が
入
る
よ
う
に
な
り
、
す
ぐ

に
こ
の
文
言
は
「
彼
は
忠
実
に
約
束
し
たfideliter prom

isit

」
と
い
う
文
言
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
く
こ
と
と
な
る
。
十
四
世
紀
半

ば
に
な
っ
て
権
利
保
護
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
よ
う
や
く
契
約
法
の
領
域
へ
と
移
行
し
て
き
た
中
に
、「
引
受
訴
訟action of assum

psit

」

が
現
れ
始
め
た
。
当
初
の
「
直
接
的
権
利
侵
害
保
護
」
と
い
う
不
法
行
為
へ
の
救
済
と
い
う
論
理
は
変
わ
ら
ず
、「
被
告
は
こ
れ
こ
れ
の

こ
と
を
誠
実
に
約
束
し
、
そ
の
よ
う
に
自
ら
引
き
受
け
た
に
も
関
わ
ら
ず
そ
の
履
行
に
お
い
て
被
告
に
対
し
（
非
行
・
損
害
行
為

m
isfeasance

）
を
働
い
た
の
で
、
そ
の
権
利
損
害
を
賠
償
せ
よ
」
と
の
論
理
形
態
を
取
っ
た
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
「m

isfeasance

」
と
い
う
言
葉
は
「
契
約
履
行
の
失
敗
」
と
「
他
者
に
対
す
る
侵
害
行
為
、
非
行
」
の
両
者
を

含
意
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
既
に
履
行
は
完
了
し
て
い
る
事
を
意
味
し
、「nonfeasance

不
履
行
」
に
対
す
る
対
概
念
で
あ
っ
た
。

引
受
訴
訟
の
「
不
行
為
」
保
護
へ
の
移
行

十
四
世
紀
末
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
、
二
グ
ル
ー
プ
の
思
考
を
足
が
か
り
に
し
て
徐
々
に
「
契
約
不
履
行
の
引
受
訴
訟assum

psit 



一
三
六

for nonfeasance

」
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
つ
は
「
地
位
、
身
分status

」
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
「deceit

詐
欺
」
の
概

念
で
あ
る
。

前
者
に
関
し
て
は
、
医
者
は
治
療
を
引
き
受
け
た
か
ら
に
は
病
気
を
治
す
の
が
当
た
り
前
の
仕
事
で
あ
り
、
ミ
ス
に
よ
り
直
せ
な
い
も

し
く
は
治
さ
な
い
と
い
う
不
作
為nonfeasance

は
相
手
方
に
損
害
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
得
た
し
、
召
使
は
主
人
に
仕
え

る
の
が
当
た
り
前
で
あ
り
奉
仕
を
拒
否
す
る
と
い
う
不
作
為nonfesance

は
主
人
の
側
に
損
害
を
与
え
る
も
の
と
観
念
さ
れ
得
た
。
高

次
の
職
業
義
務
や
身
分
義
務
が
伴
う
場
合
に
は
不
行
為nonfeasance

だ
け
で
権
利
侵
害
を
想
定
し
う
る
非
難
感
情
の
基
板
が
あ
っ
た
。

も
う
一
つ
は
、
約
束
者
が
約
束
不
履
行nonfeasance

場
合
に
か
れ
の
行
為
に
詐
欺
・
欺
罔
行
為deceit

が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
彼

の
非
行
・
損
害
行
為m

isfeasance

に
よ
り
権
利
侵
害
が
発
生
し
た
と
い
う
論
理
構
成
を
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
欺
罔
行
為
に
よ
る
損

害
発
生
」
の
概
念
は
「
履
行
不
調m

isfeasance
に
よ
る
損
害
発
生
」
と
「
不
履
行nonfeasance

時
に
対
す
る
救
済
」
と
の
間
を
埋
め

る
理
想
的
な
架
け
橋
で
あ
り
ス
レ
ー
ド
事
件
ま
で
存
続
す
る
。
こ
れ
ら
の
論
理
は
時
に
は
組
み
合
わ
せ
て
使
わ
れ
た
。

一
四
三
三
年S

om
erton ’s C

ase

一
四
四
二
年D

oige ’s C
ase

な
ど
を
経
て
、「
引
受
訴
訟
」
の
中
で
「
詐
欺
の
概
念
」
を
媒
介
と
し
て
、

契
約
不
履
行
の
問
題
に
救
済
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
化
す
る
に
つ
れ
て
、「
対
価quid pro quo

」
や
「
約
因consideration

」
の

概
念
が
引
受
訴
訟
の
方
式
書
の
中
に
混
入
し
て
き
た
。
十
四
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
既
に
債
務
訴
訟
に
お
い
て
対
価
的
牽
連
性
は

保
護
さ
れ
る
「
取
引
行
為bargain

」
の
本
質
的
要
素
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
（
34
）

。



大
陸
法
に
於
け
る
カ
ウ
サ
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
於
け
る
約
因
論
（
菊
池
）

一
三
七

一
四
二
一
年
年
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

‘P
arole ou prom

ise de paier xli. sans qu
id

 pro qu
o ne fait contract car nisi nudum

 pactum
 unde non oritur actio. ’ （

35
） 

「
四
十
一
ポ
ン
ド
を
支
払
う
と
い
う
言
葉
も
し
く
は
約
束
は
「
対
価q

u
id

 p
ro q

u
o

」
な
し
で
は
契
約
を
形
成
し
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、

単
な
る
裸
の
合
意
か
ら
訴
権
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。」

こ
の
一
節
は
シ
ン
プ
ソ
ン
よ
り
引
用
さ
れ
て
い
る
が
彼
は
あ
ま
り
こ
の
一
節
を
評
価
し
て
い
な
い
。
し
か
し
。
先
に
ア
ゾ
の
「
カ
ウ
サ

＝
着
衣
論
」
を
見
て
き
た
目
か
ら
す
れ
ば
、「
裸
の
合
意
か
ら
訴
権
は
生
じ
な
い
」
と
い
う
法
諺
は
、「
カ
ウ
サ
＝
着
衣vestim

entum

」

理
論
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
り
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

十
五
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
律
家
は
「
引
受
訴
訟
」
に
お
け
る
「
対
価quid pro quo

」
の
理
論
を
考
え
る
際
に
、「
カ
ウ
サ
＝

着
衣vestim

entum

」
の
理
論
的
枠
組
だ
け
を
借
り
て
、
実
質
的
な
着
衣vestim

entum

の
ル
ー
ル
と
し
て
は
十
四
世
紀
中
に
貸
金
訴
訟

な
ど
で
固
定
し
た
「
対
価
的
牽
連
性reciprocity

」
も
し
く
は
「quid pro quo

対
価
」
を
充
当
し
た
の
で
な
い
か
。
こ
の
理
解
は
「
ユ

ス
・
コ
ム
ー
ネ
」
の
補
完
的
性
格
と
適
合
す
る
。

一
世
紀
以
上
後
のM

arler v.W
ilm

er 

（1539 （
36
）

）
で
は
被
告
側
は
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。



一
三
八

‘In narratione illa non apparet quam
 ob causam

 predictis T
hom

as assum
pcionem

 predictam
 fecisset videlicet nec pro 

denariis sibi prem
anibus solutis nec pro recepcione parcelle bonorum

 predictorum
 E

t sic ex nudo pacto non oritur 

accio ’ （
37
）

「（
原
告
の
）
口
頭
弁
論
の
中
で
い
か
な
る
カ
ウ
サ
か
ら
先
述
の
ト
マ
ス
が
先
に
述
べ
た
引
受
行
為
を
為
し
た
の
か
明
ら
か
に
な
っ
て
い

な
い
、
つ
ま
り
、
前
も
っ
て
彼
に
支
払
わ
れ
て
い
た
金
銭
に
換
え
て
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
な
い
し
、
先
述
の
商
品
の
一
部
の
受
領

に
換
え
て
と
い
う
事
も
言
わ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
裸
の
合
意
か
ら
は
訴
権
は
生
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。」

こ
こ
で
も
、
対
価
的
牽
連
性
が
無
方
式
合
意
の
訴
訟
可
能
性
へ
の
要
件
、
つ
ま
り
、
訴
訟
の
カ
ウ
サ
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ

が
、「
裸
の
合
意
か
ら
は
訴
権
は
生
ま
れ
な
い
」
と
い
う
法
諺
と
結
合
さ
れ
て
い
る
。

イ
ベ
ッ
ト
ソ
ン
は

‘T
he use of the w

ord cau
sa in M

arler v.W
ilm

er at first sight supports this theory, but closer inspection show
s the 

connection to be illusory. ’ 

と
述
べ
約
因
の
カ
ウ
サ
起
源
説
を
否
定
す
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
我
々
大
陸
法
学
者
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
学
者
と
の
基
本
的
な
思
考
経
路
の
文
化
的
差
異
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
大
陸
法
学
者
は
概
念
的
関
係
が
あ
っ
た
場
合
に
関
連
性
を
持
つ
と
す
る
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
は
実
質
的
な
理
由
付
け
に
お
い
て



大
陸
法
に
於
け
る
カ
ウ
サ
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
於
け
る
約
因
論
（
菊
池
）

一
三
九

同
一
性
が
あ
っ
た
場
合
に
影
響
が
あ
る
と
す
る
。

ま
た
イ
ベ
ッ
ト
ソ
ン
は
こ
こ
で
の
カ
ウ
サ
を
「
約
束
を
成
す
た
め
の
十
分
な
動
機
」
つ
ま
り
「
約
束
の
カ
ウ
サcausa prom

issionis

」

と
し
て
見
て
い
る
点
、
多
く
の
英
米
法
の
学
者
と
共
通
の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ベ
ー
カ
ー
は
一
五
三
九
年
の
「
大
工
の
不
作
為
」
に
関
す
る
判
例
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
、「
訴
権
の
原
因causa actionis

」
と

「
約
束
の
原
因causa prom

issionis

」
の
区
別
を
示
唆
し
て
い
る
。

‘If w
e com

pare three early sixteenth-century statem
ents about the liability of carpenters for non feasance, w

e find 

the requirem
ent of advanced paym

ent consistently treated as cau
sa in the sense of cau

sa action
is rather than cau

sa 

prom
ission

is.’

別
の
事
例
は
シ
ン
プ
ソ
ン
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
て
い
る
一
四
三
二
年
の
ケ
ー
ス
に
も
み
ら
れ
、
そ
こ
で
は
「
着
衣
さ
れ
た
合
意pactum

 

vestim
entum

」
と
い
う
言
葉
が
明
確
に
使
用
さ
れ
て
い
る
（
38
）

。
ま
た
同
一
五
三
九
年
は
「
約
因consideration

」
の
概
念
に
と
っ
て
重
要

な
年
で
あ
っ
た
。

ベ
ー
カ
ー
に
よ
れ
ば
同
年
に
、
引
き
受
け
訴
訟
に
「
約
因
の
概
念
」
が
登
場
し
た
。



一
四
〇

‘T
he first appearance of the in

 con
sid

eration
e clause in the assum

psit declaration m
ay be dated w

ith reasonable 

precision to 1539. ’ （
39
）

一
五
六
〇
年
代
以
降
の
約
因
の
議
論
は
新
し
く
成
立
し
た
「
契
約
的
引
受
訴
訟
」
に
お
い
て
旧
来
の
実
体
的
ル
ー
ル
で
あ
る
「
対
価
的

牽
連
性
」
の
再
宣
言
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
同
様
の
論
理
構
造
を
、L

ucy v.W
alw

yn 

（1561

）
に
も
観
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
（
40
）

。

十
五
世
紀
の
「
引
受
訴
訟
」
に
於
け
る
カ
ウ
サ
理
論
の
証
拠
は
断
片
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
が
、
中
世
後
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
律
家

の
カ
ウ
サ
理
論
に
対
す
る
一
定
の
理
解
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

カ
ウ
サ
理
論
起
源
説
を
と
る
シ
ン
プ
ソ
ン
自
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、S

t.G
erm

ain

の
『D

octor and S
tudent 

（1528-31

）』
は

「
約
因
論
」
の
対
価
的
牽
連
性
の
ソ
ー
ス
と
し
て
は
遅
す
ぎ
る
。
そ
れ
は
十
六
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
律
家
の
カ
ウ
サ
理
論
に
た
い
す

る
関
心
を
示
す
「
副
次
的
証
拠
」
と
し
て
の
価
値
し
か
持
た
な
い
。

結　

論

約
因
の
理
論
に
は
二
つ
の
複
合
的
起
源
が
あ
る
、
つ
ま
り
、
上
位
の
枠
組
み
と
し
て
学
識
法
た
る
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
か
ら
与
え
ら
れ

た
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
と
そ
の
内
容
を
埋
め
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
固
有
ル
ー
ル
と
し
て
の
「
対
価
的
牽
連
性
」
の
要
求
で
あ
る
。
十
五
世
紀

の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
律
家
が
約
因
論
の
成
立
に
見
せ
た
ロ
ー
マ
法
学
識
の
補
完
的
適
用
の
構
造
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
法
」
と
「
慣
習
法
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四
一

地
域
」
の
「
固
有
法ius proprium

」
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
い
う
枠
組
み
で
理
解
可
能
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
か
ら
の
概
念
や
理
念

の
借
用
が
あ
る
と
い
う
事
実
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
律
家
の
独
自
性
を
損
す
る
も
の
で
は
な
い
。
中
世
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
律
家
た
ち
は
、

彼
ら
の
慣
習
法
の
独
自
性
と
シ
ス
テ
ム
の
一
貫
性
を
保
つ
た
め
に
可
能
な
限
り
の
努
力
を
し
つ
つ
、
難
し
い
案
件
の
場
合
に
ロ
ー
マ
法
を

援
用
し
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
独
自
性
を
保
ち
な
が
ら
同
時
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
域
の
一
部
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と

言
え
る
。
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ell’età 

m
od

ern
a I. Il C

in
qu

ecen
to,  （T

orino, 1997
）. 

で
引
用
さ
れ
て
い
る
諸
文
献
を
参
照
。

ま
たG

eorge C
hevrier, L’E

ssai su
r l’h

istoire d
e la cau

se d
an

s les obligation,  （P
aris, 1929

）.

日
本
で
は
岸
上
晴
志
、
石
堂
典
秀
共
訳
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
シ
ュ
ヴ
リ
エ
「
債
務
に
お
け
る
コ
ー
ズ
の
歴
史
に
関
す
る
試
論
」（
１
）『
中
京
法
学
』

25 

（1990

）, pp.43-56;

（
２
）『
中
京
法
学
』26 

（1991
）, pp.38-52;

（
３
）『
中
京
法
学
』26 

（1991

）, pp.151-60;

（
４
）『
中
京
法
学
』26 

（1991

）, 

pp.188-210;

（
５
）『
中
京
法
学
』27 

（1992

）, pp.165-186;
（
６
）『
中
京
法
学
』27 

（1992

）, pp.64-85;

（
７
）『
中
京
法
学
』27 

（1992

）, 

pp.134-46;

（
８
：
完
）『
中
京
法
学
』28 

（1993

）, pp.153-73
に
よ
っ
て
抄
訳
の
形
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
２
） 

カ
ウ
サ
理
論
に
少
な
く
と
も
三
つ
の
意
味
が
必
要
だ
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
は
、

W
.B

uckland, M
acN

air, L
aw

son, R
om

an
 L

aw
 an

d
 C

om
m

on
 L

aw
, 

（C
am

bridge, 1952

）, p.229; ‘in spite of a valiant effort by 

H
enri C

apitant to reconstitute a single coherent theory of cause, I think it m
ust now

 be accepted that cause has not one single 

m
eaning, but at least three. 

［...

］ F
or the sake of clarity, one m

ust distinguish from
 them

 not only the iu
sta cau

sa w
hich plays 



一
四
二

such an im
portant role in the law

 of property, but also cau
sa in connection w

ith general law
 of obligations. ’

cf. H
enri C

apitant, D
e la C

au
se d

es O
bligation,  （P

aris, 3rd ed. 1928

）.
（
３
） Italo B

irocchi, op. cit, p.17.

（
４
） cf. G

.H
.T

rietel, A
n

 O
u

tlin
e of T

h
e L

aw
 of C

on
tract,  

（L
ondon, 5

thed, 1995

）, C
hapter 3 C

onsiderration n. 4 ‘Irrerevance of 

A
ququacy of C

osidertation; N
om

inal C
onsideration ’, pp.31-32.

（
５
） L

ord W
right, “O

ught the D
octrine of C

onsideration to be A
bolished from

 the C
om

m
on L

aw
? ”, H

arvard
 L

aw
 R

eview
,  49 

（1936

）, pp.1225-53; M
alcolm

 S
.M

ason, “T
he U

tility of C
onsideration-A

 C
om

parative V
iew

”, C
olu

m
bia L

aw
 R

eview
, 41 

（1941

）, 

pp.825-48; C
.J.H

A
M

S
O

N
, “T

he R
eform

 of C
onsideration ”, L

aw
 Q

u
arterly R

eview
, 54 

（1938

）, pp.223-257.

（
６
） R

einhard Z
im

m
erm

ann, D
aniel V

isser 

（eds.

）, S
ou

th
ern

 C
ross: C

ivil L
aw

 an
d

 C
om

m
on

 L
aw

 in
 S

ou
th

 A
frica, 

（O
U

P
: 

O
xford, 1996

）; D
ale H

utchson, “C
hapter 5 C

ontract F
orm

ation ”, pp.165-194, esp. ‘II. Iu
sta C

au
sa and T

he D
octrine of 

C
onsideration ’, pp.166 ff.

D
e V

illers A
JA

, in C
onradie v.R

ossouw
 1919 A

D
 279; John G

.ilbert K
otzé, C

au
sa in

 th
e R

om
an

 an
d

 R
om

an
-D

u
tch

 L
aw

 of 

C
on

tract, 

（C
ape T

ow
n, 1922

）, at p.8.

（
７
） A

lfred S
öllner, “D

ie causa im
 K

ondictionen-und V
ertragsrecht des M

ittelalters bei den G
lossatoren, K

om
m

entaroren und 

K
anonisten ”, Z

eitsch
rift d

er S
avign

y-S
tiftu

n
g fü

r R
ech

tsgesch
ich

te kan
on

tistisch
e A

lbeilu
n

g, 77 

（1960

）, p.183-269. C
f. 

Joseph G
eorg W

olf, C
au

sa stipu
lation

is （1970

）.

（
８
） A

zo, S
u

m
m

a C
od

icis,  L
ib. II, R

ubrica “D
e pactis ”, no.15.

（
９
） W
.B

uckland, M
acN

air, L
aw

son, R
om

an
 L

aw
 an

d
 C

om
m

on
 L

aw
,  （C

am
bridge, 1952

）, p.229.

（
10
） M

ax H
am

burger, M
orals an

d
 L

aw
; T

h
e grow

th
 of A

ristotle’s L
egal th

eory, 

（N
ew

 E
dition, B

iblo and T
anner, N

ew
 Y

ork, 

1965

）, p.110.

（
11
） B

artolus de S
axoferrato, C

om
m

en
taria to D

.2.14.7.5, nos 15-16; ‘D
ic ergo qod pactum

 vestitur qondoque a iure gentium
, 



大
陸
法
に
於
け
る
カ
ウ
サ
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
於
け
る
約
因
論
（
菊
池
）

一
四
三

qundoque a iure civili. a iure gentium
 tribus m

odis: prom
o vestitur nom

ine...et hoc com
prehendit contractus quae celebantur re, 

vel consensu. Ideo nota dicitur vestiti, quia iure gentium
 sibi nom

en est additum
. S

ecundum
 vestim

entum
 est rei interventus, 

seu im
plem

entum
 iustae causae.... T

ertium
 vestim

entum
 est cohaentia contractus. ’

（
12
） Jam

es G
ordley, T

h
e P

h
ilosoph

ical O
rigin

s of M
on

d
ern

 C
on

tract D
octrin

e, 

（O
xford, 1991

）, C
hap.2. R

om
an L

aw
 and the 

M
edieval Jurists, ‘T

he D
octrine of C

au
sa’, pp.49-57.

（
13
） F

.C
.von S

avigny, D
as O

bligation
en

rech
t als T

eil d
es h

eu
tigen

 röm
isch

en
 R

ech
ts, E

rster B
and, 

（B
erlin, 1851

）, p.230.

E
rnest G

.L
orenzen, “C

au
sa and C

onsideration in the L
aw

 of contracts ”, Yale L
aw

 Jou
rn

al, 28 

（1919

）, p.624. A
.T

.von 

M
ehren, “C

ivil-L
aw

 A
nalogues to C

onsideration: A
n E

xercise in C
om

parative A
nalysis ”, H

arvard
 L

aw
 R

eview
, 72 

（1959

）, 

pp.1009-1028.

（
14
） J.H

.B
aker, A

n
 In

trod
u

ction
 to E

n
glish

 L
egal H

istory 3rd. ed. 

（L
ondon, 1990

）, p.365.

（
15
） 

こ
れ
ら
の
要
式
はJ.H

.B
aker, op. cit., pp.360-73.

か
ら
引
用
し
た
。

（
16
） W

illiam
 M

.M
cG

overn, “C
ontract in M

edieval E
ngland: T

he N
ecessity for Q

u
id

 pro qu
o and a S

um
 C

ertain ”, T
h

e 

A
m

erican
 Jou

rn
al of L

egal H
istory, 13 

（1969

）, pp.173-201, esp. p.173-74; “T
he enforcem

ent of Inform
al C

ontracts in the 

L
ater M

iddle A
ges ”, C

aliforn
ia L

aw
 R

eview
, 59 

（1971

）, pp.1145-1193; “T
he enforcem

ent of O
ral C

ontracts prior to 

A
ssum

psit ”, N
orth

w
estern

 U
n

iversity L
aw

 R
eview

, 65 

（1970

）, pp.576-614; “C
ontract in M

edieval E
ngland ”, Iow

a L
aw

 

R
eview

, 54 

（1968

）, pp.19-62; M
.S

.A
rnold, “F

orteen C
entury P

rom
ises ”, C

am
brid

ge L
aw

 Jou
rn

al, 36 

（1976

）, pp.321-34.

（
17
） P

eter S
tein, “T

he V
acarian S

chool ”, Jou
rn

al of L
egal H

istory, 13 

（1992

）, pp.23-31.

（
18
） T

hom
as E

dw
ard S

crutton, "R
om

an L
aw

 in G
lanvil", in T

h
e In

flu
en

ce of th
e R

om
an

 L
aw

 on
 th

e L
aw

 of E
n

glan
d, 

（C
am

bridge, 1885

）, pp.74–77.

（
19
） 

T
ractatu

s d
e L

egibu
s et C

on
su

etu
d

in
ibu

s R
egn

i A
n

glie qu
i G

lan
villa vocatu

r, X
, 3; G

lanvill edited. G
.D

.G
.H

all 

（L
ondon, 

1965

）, p.117-8. 

ホ
ー
ル
に
よ
る
同
所
の
前
書
き
解
説H

all, Ibid, p.xxxvii-viii. 
も
参
照
せ
よ
。



一
四
四

（
20
） G

lanvill by H
all, p.117.

（
21
） F

or usury see G
lanvill V

II, 16, by H
all, p.89, 117, 124.

cf. R
.H

.H
elm

holz, “U
sury and the m

edieval E
nglish C

hurch courts ”, S
pecu

lu
m

, 61 

（1986

）, pp.364-80.

（
22
） F

rancis D
e Z

ulueta and P
eter S

tein, T
h

e T
ea

ch
in

g of R
om

a
n

 L
a

w
 in

 E
n

gla
n

d
 a

rou
n

d
 1200, S

eld
en

 S
ociety 

S
u

pplem
en

tary S
eries V

ol.8, 

（L
ondon, 1990

）.

シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
出
版
以
前
に1961

年
に
カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
り
当
時
の
ロ
ー
マ
、
カ
ノ
ン
法
と
の
比
較
研
究
が
存
在
す
る
。H

ort 

K
aufm

ann, ‘C
ausa debendi ’ und ‘causa petendi ’ bei G

lanvill sow
ie im

 R
öm

ischen und kanonischen R
echt seiner Z

eit, T
rad

itio, 

17 

（1961

）, p.107.

（
23
） K

arl G
üterbock, B

racton
 an

d
 h

is relation
 to th

e R
om

an
 law

: A
 con

tribu
tion

 to th
e h

istory of th
e R

om
an

 law
 in

 th
e 

m
id

d
le age, 

（P
hiladelphia, 1865

） translated from
 G

erm
an original 

（1861

） by B
rinton C

oxe.

（
24
） B

racton, D
e L

egibu
s et C

on
su

etu
d

ion
ibu

s A
n

gliae ed. G
.E

.W
oodbine and S

.E
.T

horne 

（1968-77

）, vol.II, p.282.

（
25
） P

eter S
tein, “T

he F
ate of Institutional S

ystem
”, in H

u
ld

igin
gsbu

n
d

el P
au

l van
 W

arm
elo, eds. J.van der W

estthuizen, 

P
.J.T

hom
as, et als, 

（P
retoria, 1984

）, pp.218-27.

（
26
） B

racton by T
horne, vol.II, p.283.

（
27
） B

racton by T
horne, vol.II, p.283.

（
28
） F

ranklin L
e V

an B
aum

er, “C
hristopher S

t.G
erm

an: T
he P

olitical P
hilosophy of a T

udor L
aw

yer ”, T
he A

m
erican

 

H
istorical R

eview
, 42 

（1937

）, pp.631-51.

（
29
） C

hristopher S
t.G

erm
an, D

octor an
d

 S
tu

d
en

t: S
eld

en
 S

ociety, V
olu

m
e X

C
I, edited by T

.F
.T

.P
lucknett and J.L

.B
arton, 

（L
ondon, 1974

）, S
econd D

ialogue, chap. 24, p.229.

（
30
） A

.W
.B

.S
im

pson, A
 H

istory of th
e C

om
m

on
 L

aw
 of C

on
tract: T

h
e R

ise of th
e A

ction
 of A

ssu
m

psit 

（O
xford, 1975

）, p.379.

（
31
） D

avid Ibbetson, A
ssum

psit and D
ebt in the early sixteenth century: T

he origins of the Indebitatus count, 41 C
am

brid
ge 



大
陸
法
に
於
け
る
カ
ウ
サ
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
於
け
る
約
因
論
（
菊
池
）

一
四
五

L
aw

 Jou
rn

al 

（1982

）, pp.142-161.,
（
32
） J.H

.B
aker, “O

rigins of the D
octrine of C

onsideration 1535-1585 ”, in O
n

 th
e L

aw
s an

d
 C

u
stom

s of E
n

glan
d

: E
ssays in

 

H
on

or of S
. E

. T
horne, ed. A

rnold, G
reen, S

cully and W
hite, 

（C
hapel H

ill, 1981

）, pp.336-358.

（
33
） R

.C
.P

alm
er, E

n
glish

 L
aw

 in
 th

e A
ge of B

lack D
eath

 1348-1381, 

（T
he U

niversity of N
orth C

arolina P
ress, 1993

）, p.355.

（
34
） Ibbetson, O

bligation, 

（O
xford, 1999

）, pp.80-83. S
im

pson, H
istory of C

on
tract, pp.148-60; S

.F
.C

.M
ilsom

, “A
ccount stated 

in the A
ction of D

ebt ”, L
aw

 Q
arterly R

eview
, 82 

（1966

）, pp.534-45, at p.539.

（
35
） 9 H

en. V
, M

.f. 43, pl. 30.

（
36
） D

avid Ibbetson, “A
ssum

psit and D
ebt in the early sixteenth century: T

he origins of the Indebitatus count ”, C
am

brid
ge 

L
aw

 Jou
rn

al,  41 

（1982
）, pp.142-161. F

or the latter half of 16th century see D
avid Ibbetson, “C

onsideration and the T
heory 

of C
ontract in S

ixteen C
entury C

om
m

on L
aw

”, in T
ow

ard
s a G

en
eral L

aw
 of C

on
tract ed. John B

arton 

（1990

）, pp.67-123.

（
37
） Ibbetson, “Indebitatus C

ount ”, p.152.

（
38
） S

im
pson, op. cit, p.402.

（
39
） H

arvy v.S
tone 

（1539

）, K
B

 27/1112, m
. 65; P

hyllyp v.H
eech 

（1540

）, K
B

 27/ 1116; T
urforte v.P

ytcher 

（1543

）, K
B

 27/ 

1130; P
yrry v.A

ppow
ell 

（1545

）.

（
40
） B

aker, “O
rigins ”, p.353. L

ucy v.W
alw

yn 

（1561
）, G

ell M
S

. at fol. 161.




